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タイトル 

令和 8 年度「春の全国交通安全運動」を実施 

本件のポイント 

・歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やヘルメットの着用など交通ル

ールの順守を目的に、パトロールや啓発活動を行い、交通事故防止を図りま

す。 

説明文 

この運動は、広く市民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守

と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、市民自身による道路交通環

境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ること

を目的に行います。 

1 期  間   令和 8 年 4 月 6 日(月)～15 日(水)までの 10 日間 

2 主  催   三木市交通対策委員会 

3 運動重点 

（1） 通学路・生活道路における子どもを始めとする歩行者の安全確保 

（2）「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上 

（3）自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底 

4 実施事業  別紙のとおり 

5 ホームページ 

https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/96/58117.html 

 

 

 

本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

     


